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会 員 及 び 会 費 に 関 す る 規 程 

 

                   昭和４４年  ４月  １日  施   行  

                 昭和４６年  ４月  １日  一部改正  

                 昭和５０年  ４月  １日  一部改正  

                 昭和５９年  ９月２１日  一部改正  

                 平成  ４年  ５月２５日  全面改正  

                 平成  ８年  ３月２８日  一部改正  

                 平成１３年  ６月２８日  一部改正  

平成１８年  ７月２７日  一部改正  

                 平成２０年  ９月１１日  一部改正  

平成２１年  ５月２８日  一部改正  

平成２８年  ４月  １日  一部改正  

 

（趣旨）  

第１条   定款第１９条の規定に基づく会員及び会費については、この規  

程に定めるところによる。  

（会員制度の目的） 

第２条   県民及び保健・医療・社会福祉事業関係者等の理解と協力を促  

進し、主体的参加と連帯による全県的な地域福祉の推進を図ることを

目的とする。  

（会員の範囲）  

第３条  本会の会員は、本会の趣旨、目的、事業に賛同する一般会員、

特別会員及び賛助会員とする。  

２  一般会員とは、別表第１に掲げるものをいう。  

３  賛助会員とは、別表第２に掲げるものをいう。  

（会員の権利・義務）  

第４条   会員となるものは、会員及び会費に関する規程に基づき入会の  

手続きを経て、定められた会費を納める義務及び次の権利を有する。  

２  一般会員は次に掲げる各号の権利を有する。  

（１）  本会の定款及び理事・監事及び評議員選任規程の定めるところ  

により理事又は評議員になること。若しくは本会業務運営に関して  

評議員を通じて意見を述べること  

（２）本会に設置する部会・委員会・協議委員会規程及び各種委員会

規程等の定めるところにより委員になること  



 2 

 （３）毎年度の事業計画及び予算並びに事業報告及び決算の報告を受  

けること  

（４）本会が発行する機関紙等の配布を受けること  

 （５）本会会長表彰を受けること  

 （６）研修及び外部評価事業の割引を受けること  

  (７ ) 本会が主催する大会その他の行事に参加すること  

３  賛助会員は次に掲げる各号の権利を有する。  

（１）毎年度の事業計画及び予算並びに事業報告及び決算の報告を受

けること  

（２）本会が発行する機関紙等の配布を受けること  

（３）本会が主催する大会その他の行事に参加すること  

（入会の手続）  

第５条  会員になろうとするものは、別紙様式１及び別紙様式２による

「入会申込書」により、会長の承認を得るものとする。この場合に

おいて、法人・団体及び施設であるときは、あらかじめ代表者を定

めて入会の手続きを行うものとする。  

 ２  会員である法人・団体及び施設において、その代表者に変更が生  

  じたときは、速やかに、別紙様式３による「氏名等変更届」を提  

  出するものとする。  

（脱会の手続）  

第６条  会員である法人・団体及び施設等で解散又は廃止したときは、  

脱会したものとする。  

 ２  前項のほか、特別の事由により本会会員を脱会しようとするとき

は、別紙様式４による「脱会届」を提出し、理事会の承認を得て、

脱会することができる。  

（除  名）  

第７条  会員が、本会の名誉を傷つけ若しくは趣旨・目的に反する行動

があった場合、又は故意に会費を滞納したときは、理事会の議決を

経て、これを除名することができる。  

（会  費）  

第８条  本会の会費は、別表第１及び別表第２の基準により算出した額

とする。  

 ２  県会費については、毎年度、双方協議のうえ、決定するものとす

る。  

 ３  県立社会福祉施設の会費については、県会費に含むものとする。  
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（納  期）  

第９条  会費の納期は毎年６月とし、年額一括納入するものとする。  

（会費の免除）  

第 10 条  会員が、火災・盗難等特別の事由により、会費を納入するこ

とができない場合には、別紙様式５による「免除申請書」を提出し、

理事会の承認を得て会費の免除を受けることができる。  

（補  則）  

第 11 条  この規程に定めるもののほか、会員及び会費に関し必要な事

項は、会長が別に定める。  

 

附  則  

この規程は、昭和４４年４月１日から施行する。  

 この規程中第３条の入会手続については、現在会員であるものは所定  

の手続を経て理事会の承認を得たものとする。  

  附  則  

 この規程は、昭和４６年４月１日から施行する。  

附  則  

 この規程は、議決の日から施行し、昭和４９年４月１日から適用する。  

  附  則  

 この規程は、昭和５０年４月１日から施行する。  

  附  則  

 この規程は、昭和５９年１０月１日から施行する。  

  附  則  

 １この規程は議決の日から施行し、平成４年４月１日から適用する。  

 ２会員及び会費に関する規程（昭和４４年４月１日施行）は廃止す  

３この規程施行の際、従前の規程により現に会員となっているものに

ついては、この規程による会員とみなす。  

  附  則  

この規程は、平成８年４月１日から施行する。   

  附  則  

 この規程は、平成１３年６月１日から施行する。  

 附  則  

 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。  
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 附  則  

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。  

附  則  

 この規程は、平成２１年６月１日から施行する。  

  附  則  

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。  

 


